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被告第３準備書面に対する反論 

第１  「第１」の項（本件誓約書の法的意義）について 

１ 本件誓約書に署名等をした地域枠の志願者は、本件キャリア形成契約を締結

しないという選択ができないこと 

(1)  被告は、高い公共性と公益性を有するキャリア形成プログラムにおいて

は、地域枠の志願者は、本件キャリア形成契約書による本件キャリア形成

契約を締結することが想定されていること、本件キャリア形成契約を締結

しない地域枠の志願者について、出身校に連絡が行く可能性があること等

については、制度上当然のことであり、不当ではない旨を主張する。 

しかしながら、上記のようなことがあることが、本件誓約書を提出する

ことにより地域枠の志願者が本件キャリア形成契約を締結する法的義務を

負うこと、ひいては違約金の支払義務を負う意思表示をすることになると

いうことを原告は主張しているのであり、上記の被告の主張は原告の主張

に対する「法的な」反論とは、なりえていない。 

原告は、地域枠の志願者が本件キャリア形成契約を締結しない場合に出

身校に連絡が行くことの当否を論じているのではない。そのようなことが

あるがために、本件誓約書を提出することによって、地域枠の志願者は本

件キャリア形成契約を締結する強制力が働くというのが、原告の主張であ

る。 

(2)  また、被告は、本件キャリア形成契約書への署名押印を望まない場合は

地域枠以外のルートで医学部に入学し直すという選択肢があることを理由

として、地域枠の志願者は本件キャリア契約を締結するかどうかを自由な
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意思に基づいて選択しうると主張するが、医学部を卒業した後に、再度長

い時間と高額の費用をかけて医学部に入学し直すなどというのはおよそ現

実的ではなく、地域枠の志願者がそのような選択をすることは考えられな

い。 

すなわち、本件誓約書を提出した地域枠の志願者において、本件キャリ

ア形成契約を締結しないという選択をすることはできず、本件キャリア形

成契約を締結するかどうかをその自由な意思に基づいて決めるということ

はできない。 

 

２ 本件誓約書の法的拘束力について 

(1)  被告は、本件誓約書への署名・押印によっては、違約金の支払義務は生

じないとする。 

しかし、本件誓約書（甲２）には、「違約金」を支払う旨が明記されて

おり、誓約書に署名押印をする地域枠志願者は、これらを遵守することを

誓うこととされている。 

また、違約金条項が導入されたのは、地域枠医師による義務年限の履行

違反が発生したこと（キャリア形成プログラムからの離脱者が出たこと）

から、これを防止しようとする目的によるものであったとのことであり

（乙２）、違約金条項に強い拘束力を持たせることが被告の意図するとこ

ろであったと考えられる。 

(2)  本件誓約書における違約金の支払を誓約する文言については、本訴の提

起の前において、既に全日本医学生自治連合会が、被告に対し、公開質問

状を発してその効力について尋ねている（甲１６）。 

上記の公開質問状においては、具体的に、 

「（問７） ～中略～ つまり、違約金の契約は事実上出願時に締結さ

れていると考えられるのではないでしょうか。国家試験合格後に
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契約を拒否することは想定されていますか。」 

とされているところ、この問いに対して、被告は、 

「受験生に向けては、出願前に説明するとともに、入試の面接で改めて

意思確認することとしておりますので、契約を拒否することは想定し

ておりません。」（下線は原告ら代理人による） 

と回答している（甲１７：公開質問状に対する回答）。 

(3)  以上のような本件誓約書の文言や体裁、違約金条項が導入された経緯、

及び外部の団体からの質問に対する公開の回答などからすると、被告が本

件誓約書には違約金の支払義務を発生させる法的拘束力がないと主張する

ことについては疑義が残る。 

被告が本件誓約書には法的拘束力がないとするのであれば、原告は必ず

しもそのことを争うことはしないが、そうであっても、上記のような文言

が含まれた誓約書が撤廃されないのであれば、将来的に被告が立場を転じ

て法的拘束力を主張することの懸念は残り、またその外形からすると、誓

約書への署名押印を求められる地域枠の志願者は、それが法的拘束力をも

つものであると本件誓約書の外形的記載から認識するのがむしろ普通であ

る（このことは、全日本医学生自治連合会が上記の質問をしていることか

らも容易に想像できる。）。 

すなわち、本件誓約書が存在することによって、消費者契約法１２条３

項の定める意思表示が行われるおそれがあると十分に認められるのであ

り、当該行為の停止等として本件誓約書による意思表示の停止と共に、本

件誓約書の破棄等を求めることは可能であると考える（消費者契約法は

「当該行為」の「停止」だけでなく、「予防」や「予防に必要な措置」等

をとることを請求しうる旨を定めているのであるから、本件誓約書に「法

的拘束力がないと被告が主張すること」をもってしても、法的拘束力があ

ると解釈されうる外形的可能性がある以上、原告の請求が成り立たないと
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いうことにはならない。）。 

 

第２ 「第２」の項（消費者性）について 

   被告は、医師免許を取得した地域枠の医師は消費者ではなく、本件キャリア

形成契約は消費者契約には該当しない旨を主張する。 

   しかしながら、本件キャリア形成契約は、地域枠の医師が医師免許を取得し

たその時点において、労働者たる研修医として活動することを前提として締結

されるものである。すなわち、地域枠の志願者として研修医となった者は、本

件キャリア形成プログラムに基づき、被告の定める配置方針に従い、特定公立

病院等に派遣され、当該特定公立病院開設者の指揮監督の下、当該開設者のた

めに労務に従事することになる。 

このように、地域枠の志願者として研修医となった者は、あくまでも労働者

として業務に従事するのであり、自己の能力と計算に基づいて業務を営む事業

者とは明らかに一線を画する。地域枠の志願者たる医師は、消費者として被告

と本件キャリア形成契約を締結するのであり、本件キャリア形成契約は消費者

契約にあたる。 

   被告は、地域枠の医師が医業という専門的職業に従事するにあたっての能力

開発及び向上を図るために契約の当事者となることを主張するが、いかに専門

的職業であるとはいえ、開業等が具体的に予定されておらず、あくまで研修医

として他者の指揮監督を受ける立場として契約に臨む者を事業者とみることは

できない。専門的職業であるがために、このような立場で臨む契約を「事業の

ため」の契約であると解することは、消費者と事業者との間に存在する情報、

交渉力の格差等を是正するという消費者契約法の趣旨・目的に明らかにそぐわ

ない。 
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第３ 「第３」の項（本件キャリア形成契約書と消費者法 9 条 1 項 1 号）について 

１ 「１」の項（民法６５１条の無名契約への適用）について 

   被告は、本件キャリア形成契約書に中途解約の規定がなく、中途解約を許容

しない趣旨であることから、本件キャリア形成には民法６５１条が適用されな

い旨を主張する。 

しかし、原告が主張しているのは、本件キャリア形成契約が無名契約である

としても、民法の準委任契約としての性質を帯びるのであれば、民法６５１条

が適用されうるということであり、契約の性質について主張するものである。 

被告の主張の要旨は、契約条項によって中途解約の適用が排除されているか

ら民法６５１条が適用されないということであると思われるが、民法上の委任

契約や準委任契約も特約によって中途解約権を排除しうるのであるから、中途

解約の規定が当該契約に存在しないからといって、当該契約が委任契約や準委

任契約とならないわけではない。また、中途解約の規定がないとしても、その

ことが直ちに中途解約を許容しない趣旨であるともいえない。 

したがって、上記の被告の主張は原告の主張に対する反論となっておらず、

本件キャリア形成契約が準委任契約としての性質を帯びることを否定すること

はできない。 

 

２ 「２」の項（本件契約書第４条の意義）について 

被告は、医師が本件キャリア形成契約から離脱しようとすることは、本件キ

ャリア形成に基づく債務を履行しない意思を明確にすることを意味するもので

あって解約の申入れではないとし、本件契約書４条は、地域枠医師による債務

の履行が不能になった場合の違約金を定める条項としての意義しか有していな

い旨を主張するようである。 

しかし、本件キャリア形成契約は、準委任契約ないしは準委任契約としての

性質を含む無名契約である。 
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そして、その解除の効力は将来に向かってのみ効力を有するものであるこ

と、受任者が望まない委任事務を強制的に遂行させることはできないこと、解

約権が明示的に放棄されていないことなどからすると（上記の違約金条項の導

入の経緯からすれば、契約の性質上、解約権を事前に放棄させることが不可能

であるからこそ、被告は高額の違約金を設定することによって、地域枠の医師

による契約の解除を抑止しようと意図したものと思われる。）、地域枠の医師

が、本件キャリア形成契約から離脱するとの意思を示したとすれば、それは解

約の申入れの趣旨であるとみるのが自然である。 

また、準委任契約の解約の申入れは、当然に以後の債務を履行しないとの意

思を明らかにすることを含むものである。そうすると、地域枠の医師が本件キ

ャリア形成契約から離脱するとの意思を表示した場合において、このことを債

務を履行しないとの意思を明らかにしたという点のみを恣意的に切り取って評

価することは不合理である。 

   したがって、本件キャリア形成契約から離脱するとの意思を、単に債務を履

行しないとの意思を明らかにしたという意味としてとらえることはできず、か

かる意思は解約の申入れを伴うものとみるべきである。よって、上記の被告の

主張は当たらない。 

 

３ 「３」の項（解除に伴う損害）について 

(1) 解除に伴う損害は、解除との間に相当因果関係が認められるものに限られ

ること 

被告は、地域枠の医師が「キャリア形成プログラムを満了する見込みがな

くなった」場合には代替医師を確保する必要があり、そのために被告に生じ

る損害の額が年額７５０万円を下らないことを主張・立証した旨を主張す

る。 

しかし、キャリア形成プログラムを満了する見込みがなくなった医師が発
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生することにより、被告に代替医師を確保する義務が発生するのか、代替医

師を必ず派遣しなければならないのかが不明であることなど、被告に損害の

発生する機序が明らかではなく、地域枠の医師が「キャリア形成プログラム

を満了する見込みがなくなった」ことと、被告に損害が生じることとの因果

関係が認められないことは、原告第１準備書面にて主張したとおりである。 

 

(2) 最高裁判決について 

被告は、最高裁判決（最判平成１８年１１月２７日民集６０巻９号３４３

７頁）を引用し、平均的な損害の額を超えることの立証責任は原告側が主張

立証する責任を負う旨を主張する。 

しかし、消費者契約法９条１項１号の適用が問題となる場面においても、

契約の解除に伴う損害は、解除との間に相当因果関係が認められるものに限

られると解されるところ（東京高判令和５年４月１８日判タ１５２２号９４

頁）、この因果関係が認められない以上、「平均的な損害の額」を超えるこ

との立証責任は問題とならず、被告が引用する上記最高裁判決は、本件では

参考とならない。 

 

第４ 求釈明について 

被告は、原告第１準備書面・１４頁記載の求釈明事項１に対する回答とし

て、「地域枠志願者に対して県医師修学資金の貸与契約時に誓約書の提出を求

めている」との回答をしている。 

上記の点に関し、「貸与契約時」に取得する「誓約書」の内容如何によって

は、本件誓約書及び本件契約書の法的拘束力の解釈に影響を与えうるものであ

るから、原告は、被告に対して、当該「貸与契約時」に取得する「誓約書」を

提出するよう求める。 

以上 


